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２．「奨学金確認書兼地方税同意書」の記入  

次の説明の内容をよく理解し、記入例を参考にしながら、誤りがないように記入してください。 

また、黒又は青の摩擦等で消えないボールペンを使い、判読可能な文字で記入してください。 

記入例 

 

 

① 「奨学金確認書兼地方税

同意書」に記入した日を

記入してください。 

 

② 申込者本人欄は、必ず申

込者本人が記入してくだ

さい。 

生計維持者欄は、必ずス

カラネットで「生計維持

者」として入力した人が

記入してください。別人

が記入された場合は不備

となり、奨学金の選考が

行えません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の注意点】 

・現住所欄は、各人の今お住まいの住所を正しく記入してください。 

「同上」、「本人と同じ」、「〃」等は認められません。 

・記入内容を訂正する場合は、誤った箇所を二重線で削除し、 

余白に正しい内容を記入してください。訂正印は不要です。 

・「奨学金確認書兼地方税同意書」は切り取らず A3 サイズのまま提出 

してください。切り取った「奨学金確認書兼地方税同意書」は無効です。   

ショウガク カズミ 

（例） 



 

３．申込者本人の身元確認書類の添付 

準備した申込者本人の身元確認書類は、そのサイズ、枚数等に応じ、適切な方法で「奨学金確認書兼地方

税同意書」（原本）に添付します。提出された書類は返却しませんので、添付する身元確認書類は必ずコピー

とし、身元確認書類の原本は添付しないようにしてください。 

 

【コピーを取る際の注意点】 

● 氏名・生年月日・発行日・発行者・発行印・有効期限が見切れたり、隠れたりしているもの、また、コピ

ーの文字、数字、顔写真等が判別できないものは不備となります。身元確認書類はコピー機の中央に置い

て、全体が写るようにコピーしてください。マイナンバーカードのおもて面はビニールケースから取り出

してコピーしてください。 

● 身元確認書類を２点提出する場合は、２点とも別々にＡ4 サイズの紙にコピーしてください。 

マイナンバーが記載された書類はコピーしないでください。身元確認書類として住民票の写しのコピーを

提出する場合は、マイナンバーの記載がないものの発行を受け、それをコピーしてください。 

【「奨学金確認書兼地方税同意書」に添付する際の注意点】 

Ａ 顔写真付きのカードサイズ１点の場合 （例：顔写真付きの生徒手帳等） 

コピーをカードサイズに切り取り、「奨学金確認書兼地方税同意書」の所定の欄に貼り付けてください。 

Ｂ カードサイズ以外の１点の場合 （例：日本国の旅券（パスポート）等） 

Ａ4 サイズの紙にコピーした１点を､そのまま提出用封筒に同封してください。 

Ｃ ２点の場合 （例：住民票の写しと在学証明書等） 

それぞれＡ4 サイズの紙にコピーした 2 点を､そのまま提出用封筒に同封してください。 

身元確認書類を貼り付けるのは、Ａの場合のみです。Ｂ及びＣの場合は、切り貼りをせず、そのまま同封してください。 

４．「奨学金確認書兼地方税同意書」の郵送 

「奨学金確認書兼地方税同意書」は、提出先の住所が記載された青色の長３

サイズの提出用封筒に入れ、郵便局の窓口から簡易書留で郵送してください。 

「奨学金確認書兼地方税同意書」に記載の申込 ID や簡易書留の控えの問合せ

番号は、お問合せの際にも必要となります。記入後の「奨学金確認書兼地方税

同意書」は必ずコピーを取り、簡易書留の控えの問合せ番号とともに大切に保

管してください。 

お問合せ先 

マイナンバー提出専用コールセンター（ナビダイヤル） 

0570-001-320 

9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く。） 

インターネットからのマイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意

書」の作成・提出に関するお問合せ先です。お問合せは、申込者本人又は生計

維持者からお願いします。また、通話料がかかりますことをご了承ください。 

なお、未提出や提出書類の不備がある場合は、申込者本人へ直接、郵便又は上記の電話番号からのお電話

でご連絡します。携帯電話に上記の電話番号を登録しておきましょう。  



５．マイナンバー提出・「奨学金確認書兼地方税同意書」に関するＱ＆Ａ 

Ｑ．生計維持者が１人の場合や独立生計（本人が生計維持者）の場合の記入方法は？ 

Ａ．生計維持者が１人の場合、生計維持者②欄の記入は不要です。 

独立生計（本人が生計維持者）の場合は、生計維持者①・②欄ともに記入は不要です。 

Ｑ．「個人番号提出可否」画面でマイナンバーを「提出できません」と選択した人も、「奨学金確認書兼地

方税同意書」に自署をする必要があるか？ 

Ａ．申込者本人の場合は、自署が必要です。 

生計維持者の場合は、申込者本人が該当する生計維持者の氏名等を記入してください。 

Ｑ．「個人番号提出可否」画面で氏名・生年月日の誤入力に気付いた場合、又は改姓があった場合の対応

は？ 

Ａ．マイナンバー提出等の手続きを中断してスカラネットの「メインメニュー」画面に戻り、「申込内容の

確認と訂正」ボタンから誤って入力した情報を訂正してください。訂正完了後、手続きを再開してく

ださい。申込者本人の情報を訂正した場合は、訂正後の氏名・生年月日が記載された身元確認書類を

提出してください。 

Ｑ．祖父を生計維持者とし、自分と祖父のマイナンバーを提出した。その後、生計維持者は母が正しく、

祖父ではなく母のマイナンバーを提出する必要があったことが判明した。この場合の対応は？ 

Ａ．① スカラネットにログインし、「申込内容の確認と訂正」ボタンから生計維持者を訂正（祖父→母）

してください。 

② 母のマイナンバーが提出可能になる時期は、奨学金申込時にスカラネットで登録したメールアドレ

スにメールをお送りしてお知らせしますので、必ず確認してください。 

③  メールを確認後、スカラネットにログインし、「メインメニュー」画面の左下にある「個人番号

（マイナンバー）の提出等」ボタンから、母のマイナンバーを提出してください。 

④ 母のマイナンバーを提出後、母の自署がある「奨学金確認書兼地方税同意書」を郵送してくださ

い。祖父の自署がある「奨学金確認書兼地方税同意書」を郵送済みの場合は、後日お送りする新し

い「奨学金確認書兼地方税同意書」に母の自署を求め、改めて郵送してください。 

Ｑ．不備通知を受け取り、生計維持者自体は変わらないが、生計維持者の氏名の一部を誤って入力してい

たことに気付いた。回答票を提出するのではなく、スカラネットから自分で誤った情報を修正しては

いけないのか？ 

Ａ．スカラネットの「申込内容の確認と訂正」ボタンから誤った情報を訂正することは可能です。ただ

し、「カナ名の訂正」又は「カナ姓と生年月日の訂正」のいずれかを行った場合は、システム上人物

変更と判定され、対象の人物に対してマイナンバーの再提出が必要になります。マイナンバーの再提

出が可能になる時期は、前掲の祖父から母への変更の場合と同じくメールでお知らせしますので、必

ず確認し、再提出してください。 

Ｑ．マイナンバー提出と「奨学金確認書兼地方税同意書」の郵送完了後、マイナンバーの再提出を求める

メールが届いた場合の対応は？ 

Ａ．インターネットから入力したマイナンバーが誤っている可能性があります。スカラネットの「メイン

メニュー」画面の左下にある「個人番号（マイナンバー）の提出等」ボタンから、該当者のマイナン

バーを再提出してください。マイナンバーの再提出がない場合は、選考を行うことができません。 

機構ホームページの「よくあるご質問 マイナンバー・「奨学金確認書兼地方税同意書」」

もご確認ください。 

https://www.jasso.go.jp/faq/shogakukin/moshikomi/mynumber/index.html 


